
R6.4.1

桃山墓地にて、一般墓地・合葬墓の貸出を開始します。

申込の大まかな流れ

桃山墓地 京塚２丁目２２５番地（宮崎工業高校、大淀公民館近く）にある市営墓地

貸出開始日 令和６年４月１日

一般墓地

昔ながらの墓碑を建立する形式の墓です。使用許可を取った後に、石材業者

へ墓碑建立の依頼が必要です。必ず現地を確認の上お申し込みください。

使用料 (１区画)415,000 円 年間管理料 2,200 円

合葬墓

墓碑を建立せずに骨壺のみお預かりする形式の墓です。保管期間 20 年を経

過した遺骨は返還できません。生前予約用の申請はできません。

使用料 (骨壺１つ)101,850 円 年間管理料 なし

申込方法

環境政策課窓口に使用許可申請書をご提出ください。

※住民票（世帯全員分で本籍・続柄が記載されているもの）と写真付身分証が必要です。

※詳しくは裏面「申込の大まかな流れ」をご参照ください。

桃山墓地

宮崎工業高校南側の

通りを西側へ直進し

てください。

宮崎工業高校

宮崎県警察学校 大淀中学校

信号

大淀公民館



一般墓地申込の場合 合葬墓申込の場合

（現地） （現地）

（環境政策課） （環境政策課）

（金融機関） （金融機関）

（環境政策課） （環境政策課）

遺骨を移動させる場合や納骨する場合は上記以外の手続きが必要となりますのでご注意く

ださい。

空き区画を確認し、

どの区画を申請するか検討する。

「一般墓地使用許可申請書」を提

出。下記の書類が必要。

・住民票（世帯全員分で本籍・続柄が記

載されているもの）

・写真付き身分証（運転免許証やマイナ

ンバーカード）

「合葬墓使用許可申請書」を提出。

下記の書類が必要。

・住民票 （世帯全員分で本籍・続柄が

記載されているもの）

・写真付き身分証（運転免許証やマイナ

ンバーカード）

納付書を受け取る。 納付書を受け取る。

2週間以内に使用料、管理料を納付。 2週間以内に使用料を納付。

環境政策課に領収証を提示して使

用許可証を受け取る。

※許可証交付後、納骨の手続き等を

ご案内します。

環境政策課に領収証を提示して使

用許可証を受け取る。

※許可証交付後、区画の使用が可能

となります。原則３年以内に墓碑を

建立してください。

申請前に実物を確認。


